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「第１回 川内沢ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場」

治水に係る対策案治水に係る対策案

平成２４年３月２９日

宮 城 県宮 城 県



１．ダ１．ダ ムム１．ダ１．ダ ムム ２．ダムの有効活用２．ダムの有効活用２．ダムの有効活用２．ダムの有効活用

出典 ： 国土交通省 水管理・国土保全局 目で見るダム事業2007 河川事業概要2006
ダムかさ上げ容量の振り替え

出典 ： 国土交通省 水管理 国土保全局 目で見るダム事業2007、河川事業概要2006

治水効果
定量的に効
果を見込め

るか
発現場所 実現性 治水効果の程度、発現場所

概略評価（メ
ニュー出し）

対策案 方法

一般的な治水効果 概略評価（メニュー出し）

治水効果
定量的に効
果を見込め

るか
発現場所 実現性 治水効果の程度、発現場所

概略評価（メ
ニュー出し）

対策案 方法

一般的な治水効果 概略評価（メニュー出し）

1
ダム（上流の川内沢ダム
＋中流の河川改修＋下流
の放水路）

河川を横過し専ら流水を貯留する。 ピーク流量
低減

○ 施設下流

○
上流にダム築造候補となる谷地形を
有する。

○
施工中の下流の放水路や今後施工
する中流の河川改修に見合った効果
がある。

○
2
ダムの有効活用（ダム再
開発・再編、操作ルール
の見直し等）

既設のダムのかさ上げ、放流設備の
改造、利水容量の買い上げ、ダム間
での容量の振替え、操作ルールの見
直し等により洪水調節能力を増強・
効率化させ、下流河川の流量を低減
させる方策である。

ピーク流量
低減

○ 施設下流
×
川内沢川流域内に既設ダムはない。 － ×

３．遊水地（調整池）等３．遊水地（調整池）等３．遊水地（調整池）等３．遊水地（調整池）等 ４．放水路（捷水路）４．放水路（捷水路）４．放水路（捷水路）４．放水路（捷水路）３．遊水地（調整池）等３．遊水地（調整池）等３．遊水地（調整池）等３．遊水地（調整池）等 ４．放水路（捷水路）４．放水路（捷水路）４．放水路（捷水路）４．放水路（捷水路）

出典 ： 今後の治水対策の在り方に関する有識者会議 第1回会議資料
出典 ：今後の治水対策の在り方に関する有識者会議 第1回会議資料

国土交通省 国土技術政策研究所 河川用語集

定量的に効
一般的な治水効果 概略評価（メニュー出し）

定量的に効
一般的な治水効果 概略評価（メニュー出し）

治水効果
定量的に効
果を見込め

るか
発現場所 実現性 治水効果の程度、発現場所

概略評価（メ
ニュー出し）

3 遊水地（調節池）等

河川に沿った地域で、洪水流量の一
部を貯留し、下流のピーク流量を低
減させる。

ピーク流量
低減

○ 施設下流

○
中流に遊水地適地となる水田が広
がる。地域の合意形成や関連計画と
の調整が必要である

○
施工中の下流の放水路や今後対策
が必要な中流にも所用の効果のある
配置が可能である。

○

対策案 方法
治水効果

定量的に効
果を見込め

るか
発現場所 実現性 治水効果の程度、発現場所

概略評価（メ
ニュー出し）

4 放水路（捷水路）

河川の途中から分岐する新川を開削
し、直接海、他の河川又は当該河川
の下流に流す水路である。

ピーク流量
低減

○ 施設下流

○
施工中の下流放水路の再度改修や
別途新たに放水路を設置することが
必要で地域の合意や関連計画との

○
施工中の放水路の拡幅により、所用
の効果が見込まれる。

○

対策案 方法

１
の調整が必要である。

配置が可能である。 の下流に流す水路である。 低減 必要で地域の合意や関連計画との
調整が必要である。

の効果が見込まれる。



５．河道の掘削５．河道の掘削５．河道の掘削５．河道の掘削 ６．引６．引 堤堤６．引６．引 堤堤

出典 ： 今後の治水対策の在り方に関する有識者会議 第1回会議資料 出典 ： 今後の治水対策の在り方に関する有識者会議 第1回会議資料

治水効果
定量的に効
果を見込め

るか
発現場所 実現性 治水効果の程度、発現場所

概略評価（メ
ニュー出し）

対策案 方法

一般的な治水効果 概略評価（メニュー出し）

治水効果
定量的に効
果を見込め

るか
発現場所 実現性 治水効果の程度、発現場所

概略評価（メ
ニュー出し）

対策案 方法

一般的な治水効果 概略評価（メニュー出し）

5 河道の掘削
河川の流下断面積を拡大して、河道
の流下能力を向上させる。

河道流下
能力向上

○
対策箇所
付近及び上
流

○
河川の状況に応じた最適な掘削、引
堤、築堤の組み合わせ「河道改修」
を検討する。

○
河道流下能力向上が見込まれる。 ○ 6 引堤

堤防間の流下断面積を増大させるた
め、堤内地側に堤防を新築し、旧堤
防を撤去する。

河道流下
能力向上

○
対策箇所
付近及び上
流

○
河川の状況に応じた最適な掘削、引
堤、築堤の組み合わせ「河道改修」
を検討する。

○
河道流下能力向上が見込まれる。 ○

７ 堤防のかさ上げ７ 堤防のかさ上げ７ 堤防のかさ上げ７ 堤防のかさ上げ ８ 河道内の樹木の伐採８ 河道内の樹木の伐採８ 河道内の樹木の伐採８ 河道内の樹木の伐採７．堤防のかさ上げ７．堤防のかさ上げ７．堤防のかさ上げ７．堤防のかさ上げ ８．河道内の樹木の伐採８．河道内の樹木の伐採８．河道内の樹木の伐採８．河道内の樹木の伐採

出典 ： 今後の治水対策の在り方に関する有識者会議 第6回会議資料

出典 ： 今後の治水対策の在り方に関する有識者会議 第1回会議資料

出典 今後の治水対策の在り方に関する有識者会議 第6回会議資料

定量的に効
一般的な治水効果 概略評価（メニュー出し）

定量的に効
一般的な治水効果 概略評価（メニュー出し）

治水効果
定量的に効
果を見込め

るか
発現場所 実現性 治水効果の程度、発現場所

概略評価（メ
ニュー出し）

7
堤防のかさ上げ（モバイル
レビーを含む）

堤防の高さを上げることによって河道
の流下能力を向上させる方策であ
る。

河道流下
能力向上

○
対策箇所
付近

○
河川の状況に応じた最適な掘削、引
堤、築堤の組み合わせ「河道改修」
を検討する。

○
河道流下能力向上が見込まれる。 ○

対策案 方法
治水効果

定量的に効
果を見込め

るか
発現場所 実現性 治水効果の程度、発現場所

概略評価（メ
ニュー出し）

8 河道内の樹木の伐採
河道内の樹木群を伐採することによ
り、河道の流下能力を向上させる。

河道流下
能力向上

○
対策箇所
付近及び上
流

×

対策案 方法

×
河道内に流下能力を向上させる程の樹木群はなく、伐採の効果は見込め
ない。

２

を検討する。



９．決壊しない堤防９．決壊しない堤防９．決壊しない堤防９．決壊しない堤防 １０．決壊しづらい堤防１０．決壊しづらい堤防１０．決壊しづらい堤防１０．決壊しづらい堤防

例）フロンティア堤防

出典 ： 淀川水系流域委員会 応急的堤防強化区間の選定について 出典 ： 淀川水系流域委員会 第73回委員会（H20.2.20）審議参考資料4

治水効果
定量的に効
果を見込め

るか
発現場所 実現性 治水効果の程度、発現場所

概略評価（メ
ニュー出し）

対策案 方法

一般的な治水効果 概略評価（メニュー出し）

治水効果
定量的に効
果を見込め

るか
発現場所 実現性 治水効果の程度、発現場所

概略評価（メ
ニュー出し）

対策案 方法

一般的な治水効果 概略評価（メニュー出し）

9 決壊しない堤防

計画高水位以上の水位（堤防高より
高い場合を含む）の流水に対して決
壊しない堤防である。

河道流下
能力向上、
被害軽減

×
対策箇所
付近及び氾
濫区域

×
現状では技術的に実現困難である。

×
流下能力の向上が見込めない。

×

10 決壊しづらい堤防

計画高水位以上の水位（堤防高より
高い場合を含む）の流水に対しも急
激に決壊しないような粘り強い構造
の堤防である。

被害軽減 ×
対策箇所
付近及び氾
濫区域

○
東日本大震災を受けた津波対策とし
て越水に対し可能な範囲で対策を施
した粘り強い堤防などは決壊しづら
い堤防である。

×
決壊をできるだけ緩やかにする考え
方であることから、確実な流下能力
の向上が見込めるものではない。

×

１１．高規格堤防１１．高規格堤防１１．高規格堤防１１．高規格堤防 １２．排水機場１２．排水機場１２．排水機場１２．排水機場

出典 ：国土交通省 水管理・国土保全局 河川事業概要2007
出典 国土交通省 東北地方整備局 山形河川国道事務所 最上川電子大辞典

出典 国 交通省 水管理 国 保全局 河川事業概要
出典 ：国土交通省 東北地方整備局 山形河川国道事務所 最上川電子大辞典

治水効果
定量的に効
果を見込め

るか
発現場所 実現性 治水効果の程度、発現場所

概略評価（メ
ニュー出し）

対策案 方法

一般的な治水効果 概略評価（メニュー出し）

治水効果
定量的に効
果を見込め

るか
発現場所 実現性 治水効果の程度、発現場所

概略評価（メ
ニュー出し）

対策案 方法

一般的な治水効果 概略評価（メニュー出し）

るか

11 高規格堤防

通常の堤防より堤内地側の堤防幅
が非常に広い堤防である。堤内地側
の堤防の上の土地が通常の利用に
供されても計画を超える洪水による
越水に耐えることができる。

被害軽減 ×
対策箇所
付近及び氾
濫区域

×
超過洪水対策であり、計画上、流下
能力の向上を見込んでおらず効果の
程度が不明で、実現困難である。

×
超過洪水対策であり、計画上、流下
能力の向上は見込んでおらず効果
の程度が不明である。

×

るか

12 排水機場

自然流下排水の困難な地盤の低い
地域で、堤防を越えて強制的に内水
を排水するためのポンプを有する施
設である。

排水機場
が受け持つ
支川等の
被害軽減

×
排水機場
が受け持つ
支川等

×

×
支川等の排水機場は川内沢川の治水効果として見込めない。現雨水排水
計画以上の受け入れは川内沢川の安全度を低下させることにつながり、実
現困難である。

３



１３．雨水貯留施設１３．雨水貯留施設１３．雨水貯留施設１３．雨水貯留施設 １４．雨水浸透施設１４．雨水浸透施設１４．雨水浸透施設１４．雨水浸透施設

出典 ： 今後の治水対策の在り方に関する有識者会議 第1回会議資料
出典 ： 今後の治水対策の在り方に関する有識者会議 第1回会議資料

出典 ： 今後の治水対策の在り方に関する有識者会議 第1回会議資料

治水効果
定量的に効
果を見込め

るか
発現場所 実現性 治水効果の程度、発現場所

概略評価（メ
ニュー出し）

対策案 方法

一般的な治水効果 概略評価（メニュー出し）

治水効果
定量的に効
果を見込め

るか
発現場所 実現性 治水効果の程度、発現場所

概略評価（メ
ニュー出し）

対策案 方法

一般的な治水効果 概略評価（メニュー出し）

13

雨水貯留施設（各戸貯
留、団地の棟間貯留、運
動場、広場等の貯留施
設）

都市部における保水機能の維持の
ために、雨水を貯留させるために設
けられる施設である。

ピーク流量
低減

△
対策箇所
下流

×
実現するには中下流の都市部の住
民や雨水排水事業者の協力が必要
で、制度や時間上の課題がある。

×
都市部からの雨水排水量による効果
は、限定的である。

× 14
雨水浸透施設（浸透ます、
浸透井、透水性舗装等の
浸透施設）

都市部における保水機能の維持の
ために、雨水を浸透させるために設
けられる施設である。

ピーク流量
低減

△
対策箇所
下流

×
実現するには中下流の都市部の住
民や雨水排水事業者の協力が必要
で、制度や時間上の課題がある。

×
都市部からの雨水排水量による効果
は、限定的である。

×

１５．遊水機能を有する土地の保全１５．遊水機能を有する土地の保全１５．遊水機能を有する土地の保全１５．遊水機能を有する土地の保全 １６．部分的に低い堤防の存置１６．部分的に低い堤防の存置１６．部分的に低い堤防の存置１６．部分的に低い堤防の存置

出典 ： 今後の治水対策の在り方に関する有識者会議 第17回会議資料
出典 ： 今後の治水対策の在り方に関する有識者会議 第17回会議資料

般的な治水効果 概略評価（メニ 出し）

治水効果
定量的に効
果を見込め

るか
発現場所 実現性 治水効果の程度、発現場所

概略評価（メ
ニュー出し）

対策案 方法

一般的な治水効果 概略評価（メニュー出し）

治水効果
定量的に効
果を見込め

るか
発現場所 実現性 治水効果の程度、発現場所

概略評価（メ
ニュー出し）

15
遊水機能を有する土地の
保全（河道沿いの池、沼

河道に隣接し、洪水時に河川水があ
ふれるか又は逆流して洪水の一部を
貯留し、自然に洪水を調節する作用

ピーク流量
低減

△ 施設下流

×
沿川に池、沼地、低湿地等はなく、
実現困難 ある

－ ×

対策案 方法

一般的な治水効果 概略評価（メニュー出し） るか

16 部分的に低い堤防の存置

下流の氾濫防止等のため、通常の
堤防よりも部分的に高さを低くしてお
く堤防。

ピーク流量
低減

△ 施設下流

×
中下流の都市部を守るため、計画
上、中上流の水田等を氾濫許容とす
ることは、「土地利用規制」の対象と
なり、地域の理解に膨大な時間を要
するなど実現困難である これらの

－ ×

４

15 保全（河道沿いの池、沼
沢、低湿地等）

貯留し、自然に洪水を調節する作用
を有す池、沼地、低湿地等である。

低減
△ 施設下流

実現困難である。
× するなど実現困難である。これらの

地区は「遊水地」として検討する。



１７．霞堤の存置１７．霞堤の存置１７．霞堤の存置１７．霞堤の存置 １８．輪中堤１８．輪中堤１８．輪中堤１８．輪中堤

霞堤のイメージ図霞堤

出典 ： 国土交通省 国土技術政策研究所 河川用語集
出典 ： 国土交通省 水管理・国土保全局 目で見るダム事業2007

治水効果
定量的に効
果を見込め

るか
発現場所 実現性 治水効果の程度、発現場所

概略評価（メ
ニュー出し）

対策案 方法

一般的な治水効果 概略評価（メニュー出し） 治水効果
定量的に効
果を見込め

るか
発現場所 実現性 治水効果の程度、発現場所

概略評価（メ
ニュー出し）

×
中下流の都市部を守るため輪中堤
の新設が必要であり また輪中堤内

対策案 方法

一般的な治水効果 概略評価（メニュー出し）

17 霞堤の存置
霞堤を存置することにより洪水の一
部を一時的に貯留する。

ピーク流量
低減

△ 施設下流

×
川内沢川沿川に霞堤はなく、実現困
難である。

－ ×

18 輪中堤

ある特定の区域を洪水の氾濫から防
御するため、その周囲を囲んで設け
られた堤防である。

被害軽減 × 輪中堤内

の新設が必要であり、また輪中堤内
に該当する道路や鉄道との調整や
改修が必要になるなど実現困難であ
る。輪中堤の対象となる中下流の都
市部以外の中上流の水田等は計画
上、氾濫許容となる。「土地利用規
制」の対象となり 地域の理解に膨

－ ×

制」の対象となり、地域の理解に膨
大な時間を要するなど実現困難であ
る。

１９．二線堤１９．二線堤１９．二線堤１９．二線堤 ２０．樹林地帯２０．樹林地帯２０．樹林地帯２０．樹林地帯

出典 ： 国土交通省 国土技術政策研究所 河川用語集典 国 通省 国 技術政策研究所 用語集

出典 ： 国土交通省 水管理・国土保全局 目で見るダム事業2007

治水効果
定量的に効
果を見込め

るか
発現場所 実現性 治水効果の程度、発現場所

概略評価（メ
ニュー出し）

対策案 方法

一般的な治水効果 概略評価（メニュー出し）

定量的に効
一般的な治水効果 概略評価（メニュー出し）

るか

19 二線堤

本堤背後の堤内地に築造される堤
防であり、控え堤、二番堤ともいう。
万一本堤が決壊した場合に、洪水氾
濫の拡大を防止する

被害軽減 ×
対策箇所
の外側

×
中下流の都市部を守るため二線堤と
することが可能な道路等連続盛り土
はなく、新設が必要である。二線堤と
河道の間を氾濫許容とすることは、
「土地利用規制」の対象となる。用地

－ ×

治水効果
定量的に効
果を見込め

るか
発現場所 実現性 治水効果の程度、発現場所

概略評価（メ
ニュー出し）

20 樹林帯等

堤防の治水上の機能を維持増進し、
又は洪水流を緩和するよう、堤内の
土地に堤防に沿って設置された帯状
の樹林等である。

被害軽減 ×
対策箇所
の外側

×
沿川に樹林帯はない。樹林帯を設け
るため新たに用地を買収するよりも、
「河道改修」として検討する。

－ ×

対策案 方法

５

濫の拡大を防止する。
買収や土地利用規制などの点で、地
域の理解に膨大な時間を要するなど
実現困難である。

の樹林等である。 河道改修」として検討する。



２１．宅地の嵩上げ・ピロティ建築等２１．宅地の嵩上げ・ピロティ建築等２１．宅地の嵩上げ・ピロティ建築等２１．宅地の嵩上げ・ピロティ建築等 ２２．土地利用規制２２．土地利用規制２２．土地利用規制２２．土地利用規制

出典 ： 今後の治水対策の在り方に関する有識者会議 第6回会議資料 出典 ： 今後の治水対策の在り方に関する有識者会議 第1回会議資料

治水効果
定量的に効
果を見込め

るか
発現場所 実現性 治水効果の程度、発現場所

概略評価（メ
ニュー出し）

×
嵩上げやピロティー化の対象となる
世帯数が多く 住民の理解や経済性

対策案 方法

一般的な治水効果 概略評価（メニュー出し）

治水効果
定量的に効
果を見込め

るか
発現場所 実現性 治水効果の程度、発現場所

概略評価（メ
ニュー出し）

浸水頻度や浸水のおそれが高い地

×
「部分的に低い堤防の存置」、「輪中
堤 「 線堤 や「宅地のかさ上げ

対策案 方法

一般的な治水効果 概略評価（メニュー出し）

21
宅地のかさ上げ、ピロティ
建築等

盛土して宅地の地盤高を高くしたり、
建築構造を工夫したりすることによっ
て、浸水被害の抑制等を図る方策で
ある。

被害軽減 ×
嵩上げやピ
ロティー化
した住宅

世帯数が多く、住民の理解や経済性
の点で実現困難である。また、家屋
の被害以外は防ぐことができず、嵩
上げ箇所を除く中上流の水田等は、
計画上氾濫許容となる。「土地利用
規制」の対象となり、地域の理解に
膨大な時間を要するなど実現困難で

－ ×
22 土地利用規制

浸水頻度や浸水のおそれが高い地
域において、土地利用の規制・誘導
によって被害を抑制する方策である。
建築基準法による災害危険区域の
設定等がある。

被害軽減 ×
規制された
土地

堤」、「二線堤」や「宅地のかさ上げ、
ピロティー建築等」を実施して、中流
の水田等は、計画上氾濫許容とする
場合土地利用規制の対象となり、地
域の理解に膨大な時間を要するなど
実現困難である。

－ ×

膨大な時間を要するなど実現困難で
ある。

２３．水田等の保全２３．水田等の保全２３．水田等の保全２３．水田等の保全 ２４．森林の保全２４．森林の保全２４．森林の保全２４．森林の保全

出典 ： 国土交通省 国土技術政策研究所 河川用語集
出典 ： 今後の治水対策の在り方に関する有識者会議 第1回会議資料

定量的に効
一般的な治水効果 概略評価（メニュー出し）

般的な治水効果 概略評価（メニ 出し）
治水効果

定量的に効
果を見込め

るか
発現場所 実現性 治水効果の程度、発現場所

概略評価（メ
ニュー出し）

23 水田等の保全

雨水を一時貯留したり、地下に浸透
させたりするという水田の機能を保全
することである

ピーク流量
低減

△対策実
施した場合

対策箇所
下流

×
現状の土地利用を見込んで流出量を
算定しており、畦畔のかさ上げや堰
板の設置等が必要となる。水田の稲

×
水田の稲刈りや中干し時期に協力
が得られず、平成6年9月のような時
期の洪水に対する効果に課題があ

×

対策案 方法

治水効果
定量的に効
果を見込め

るか
発現場所 実現性 治水効果の程度、発現場所

概略評価（メ
ニュー出し）

24 森林の保全

主に森林土壌の働きにより、雨水を
地中に浸透させ、ゆっくり流出させる
という森林の機能を保全することであ

ピーク流量
低減

△対策実
施 た場合

対策箇所
流

×
現状の土地利用を見込んでいるた
め、現状以上に森林の増加は見込

×
森林保全効果を定量的に見込むこと
は困難 ある

×

対策案 方法

一般的な治水効果 概略評価（メニュー出し）

６

水田等の保全
することである。 低減 施した場合 下流

板の設置等が必要となる。水田の稲
刈りや中干し時期に協力が得られ
ず、実現性に問題がある。

期の洪水に対する効果に課題があ
る。

24 森林の保全 という森林の機能を保全することであ
る。

低減 施した場合 下流
め、現状以上に森林の増加は見込
めない。

は困難である。
×



２５．洪水の予測・情報の提供等２５．洪水の予測・情報の提供等２５．洪水の予測・情報の提供等２５．洪水の予測・情報の提供等 ２６．水害保険等２６．水害保険等２６．水害保険等２６．水害保険等

出典 洪水保険制度の諸外国との比較および考察 河川技術論文集 第8巻 2002年6月

出典 ： 今後の治水対策の在り方に関する有識者会議 第1回会議資料

出典 ：洪水保険制度の諸外国との比較および考察：河川技術論文集、第8巻、2002年6月

治水効果
定量的に効
果を見込め

るか
発現場所 実現性 治水効果の程度、発現場所

概略評価（メ
ニュー出し）

現状の安全度を大きく上回るような
洪水や計画で想定しているレベルの
洪水を大きく上回るような洪水に対し

×

対策案 方法

一般的な治水効果 概略評価（メニュー出し）

治水効果
定量的に効
果を見込め

るか
発現場所 実現性 治水効果の程度、発現場所

概略評価（メ
ニュー出し）

26 水害保険等
家屋、家財の資産について、水害に
備えるための損害保険である。 被害補償 ×

保険に入っ
ている被害

×
ソフト対策であり、ハード対策として
は除外する

×
保険による被害補償は、整備目標を
満足するとは言 な

×

対策案 方法

一般的な治水効果 概略評価（メニュー出し）

25
洪水の予測、情報の提供
等（ハザードマップ、テレ
ビ、ラジオ、携帯電話等）

洪水を大きく上回るような洪水に対し
て、住民が的確で安全に避難できる
ように、洪水の予測や情報の提供等
を行い、被害の軽減を図る方策であ
る。

人的被害
軽減

×
避難した
人、車等

ソフト対策であり、ハード対策として
は除外する。ハザードマップは公開
済み。

×
ソフト対策による効果は整備目標を
満足するとは言えない。

×

26 水害保険等 備えるための損害保険である。 被害補償 × ている被害
箇所

は除外する。 満足するとは言えない。
×

７


